
防府市母子健康診査等受診料助成要綱 

令和３年８月１日制定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、母子保健法（昭和４０年法第１４１号。以下「法」とい

う。）第１２条及び第１３条の規定により本市が実施する妊産婦健康診査及

び乳幼児健康診査及び新生児の聴覚検査（以下「母子健診等」という。）の

対象となる者が、市と医療機関又は助産所（以下「医療機関等」という。）

とで締結した母子健診等の委託契約によらず母子健診等を受けた場合の費用

（以下「母子健診等受診料」という。）の助成について、必要な事項を定め

るものとする。 

（助成対象母子健診等） 

第２条 母子健診等受診料の助成の対象となる母子健診等は次のとおりとする。

ただし、健康診査の内容については、この限りでない。 

(１) 防府市妊婦健康診査実施要綱第４条に規定する妊婦健康診査 

(２) 防府市産婦健康診査実施要綱第４条に規定する産婦健康診査 

(３) 防府市乳児等健康診査実施要綱第４条に規定する乳幼児健康診査 

(４) 防府市新生児聴覚検査事業実施要綱第３条及び第５条に規定する新生

児聴覚検査 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が助成の対象とすることが適当と特に認め

る場合は、母子健診等受診料の助成の対象とすることができる。 

（助成対象者） 

第３条 母子健診等受診料の助成を受けることができる者（以下「助成対象

者」という。）は、母子健診等を受けた者及びその配偶者又はその保護者

（法第２条第７項に規定する保護者をいう。）とする。 

（申請及び交付） 

第４条 助成対象者は、母子健診等が実施された最終日の翌日から１年を経過

するまでに防府市母子健康診査等受診料助成金交付申請書（別記第１号様

式）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 医療機関等が発行した領収書又はその写し 

(２) 医師又は助産師が署名又は記名した受診票。ただし、受診票の提出が



困難な事情がある場合は、受診票と同等の記載がある書類をもって受診票

に代えることができる。 

(３) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認める

ときは、予算の範囲で助成金の交付を決定し、防府市母子健診等受診料助成

金交付決定通知書（別記第２号様式）により助成金の交付を申請した者に通

知するものとする。 

（助成金の額） 

第５条 前条第２項に規定する助成金の額は、当該母子健診等が実施された日

において市と医療機関等とで締結している委託契約の委託料の額を限度とす

る。 

（助成金の返還） 

第６条 市長は、健康診査受診料の助成を受けた者が、虚偽その他不正の手段

により助成を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させ

ることができる。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年８月１日から施行し、令和３年４月１日以降に実施

された母子健診等に要する費用について適用する。 

２ この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の防府市妊婦・乳幼児健康診査

受診料助成要綱及び防府市産婦健康診査受診料助成要綱及び防府市新生児聴

覚検査料助成要綱に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこ

の要綱の相当規定に基づきなされたものとみなす。 

３ 廃止前の防府市妊婦・乳幼児健康診査受診料助成要綱様式及び防府市産婦

健康診査受診料助成要綱様式及び防府市新生児聴覚検査料助成要綱様式は、

当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年８月１日から施行する。 

２ 改正前の防府市母子健康診査等受診料助成要綱様式は、当分の間、所要の

修正を加えて使用することができる。 

附 則 



この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

 



別記第２号様式

（申請者）

様

　　　　　　    　防府市長 印

助 成 交 付 決 定 額 円　

【 内 訳 】

記

規定により通知します。

　第　　　　　　　  号

年　　　 月　　　 日

防府市母子健康診査等受診料助成金交付決定通知書

　　　　  年　　　月　　　日付けで申請のあった防府市母子健康診査等受診料助成金について、

下記のとおり交付することを決定したので、防府市母子健康診査等受診料助成要綱第４条第２項の

 

 

 

 


